
札 幌 市 地 域 自 立 支 援 協 議 会 相 談 支 援 部 会 規 約

第 １ 条 （ 名 称 ）

本 会 は 、「 札 幌 市 地 域 自 立 支 援 協 議 会 相 談 支 援 部 会 」 と 称 す る 。

第 ２ 条 （ 目 的 ）

本 会 は 、 札 幌 市 地 域 自 立 支 援 協 議 会 （ 以 下 「 全 体 会 」 と い う 。） の 中 の 相 談 支 援

に 係 る 専 門 組 織 と し て 、「 障 が い 当 事 者 を は じ め 広 く 市 民 か ら 、 障 が い 者 （ 児 ） や

家 族 の 生 活 及 び そ の 支 援 に 関 す る 相 談 に 応 じ 、 そ の こ と を 通 じ て 障 が い 者 の 地 域 生

活 に 必 要 な 支 援 を 行 い 、 併 せ て 関 係 諸 機 関 、 地 域 の 市 民 と の 連 携 を 図 り な が ら 、 障

が い 者 （ 児 ） や そ の 家 族 が 地 域 で 安 心 し て 生 活 で き る 地 域 支 援 体 制 の 構 築 」（ 札 幌

市 障 が い 者 相 談 支 援 事 業 実 施 要 綱 ） の 推 進 、 そ の 他 相 談 支 援 事 業 の 推 進 に 資 す る こ

と を 目 的 と す る 。

第 ３ 条 （ 構 成 員 ）

本 会 は 、 札 幌 市 障 が い 者 相 談 支 援 事 業 を 実 施 す る 機 関 に よ り 構 成 す る 。

第 ４ 条 （ オ ブ ザ ー バ ー ）

本 会 の 構 成 員 の 総 意 に よ り 、 関 係 機 関 等 を オ ブ ザ ー バ ー と し て 部 会 に 加 え る こ と

が で き る 。

第 ５ 条 （ 部 会 長 ）

本 会 に 部 会 長 を 置 き 、 定 例 会 の 互 選 に よ っ て 定 め る 。 任 期 は 一 年 と し 、 再 任 を 妨

げ な い も の と す る 。

第 ６ 条 （ 副 部 会 長 ）

本 会 に 副 部 会 長 を 置 き 、 定 例 会 の 互 選 に よ っ て 定 め る 。 任 期 は 一 年 と し 、 再 任 を

妨 げ な い も の と す る 。

第 ７ 条 （ 活 動 ）

本 会 は 、 本 会 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 次 の 活 動 を 行 う 。

（ １ ） 障 が い 当 事 者 の 権 利 擁 護 、 地 域 支 援 体 制 の 推 進 に 関 す る 活 動

（ ２ ） 障 が い 当 事 者 、 関 係 機 関 、 一 般 市 民 等 へ の 相 談 支 援 事 業 の 周 知 に 関 す る 活 動

（ ３ ） 相 談 支 援 事 業 実 施 機 関 及 び 関 係 機 関 の 連 携 強 化 に 関 す る 活 動

（ ４ ） 相 談 支 援 事 業 実 施 機 関 及 び 従 事 す る 職 員 の 資 質 向 上 に 関 す る 活 動

（ ５ ） 相 談 支 援 に 関 す る 施 策 等 の 提 言

（ ６ ） そ の 他 、 目 的 達 成 に 必 要 な 活 動

第 ８ 条 （ 会 議 等 ）

本 会 の 活 動 を 推 進 す る た め に 、 次 の 会 議 等 を 置 く 。

（ １ ） 全 体 会

相談 支援事業 実施機関 、従 事する職 員が一 同に会し 、必 要な情報 交換等を 行う 。

（ ２ ） 定 例 会

相 談 支 援 事 業 実 施 機 関 実 務 者 が 一 同 に 会 し 、 本 会 の 活 動 に 必 要 な 協 議 及 び 決

定 を 行 う 。

（ ３ ） 管 理 者 会 議

法 人 の 事 業 運 営 に 携 わ る 職 員 が 出 席 し 、 札 幌 市 等 か ら の 提 案 を も と に 人 員 配

置 や 運 営 費 等 の 協 議 を 行 う 。

（ ４ ） プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム

定 例 会 で 確 認 さ れ た テ ー マ ご と に 、 そ の 都 度 編 成 し 必 要 な 事 業 に あ た る 。

（ ５ ） 事 務 局 会 議

部 会 長 、 副 部 会 長 、 事 務 局 、 札 幌 市 障 が い 福 祉 課 で 構 成 し 、 決 め ら れ た 事 業

の 推 進 及 び 全 体 の 調 整 に あ た る 。

第 ９ 条 （ 事 務 局 ）

本 会 の 活 動 を 円 滑 に 行 な う た め 、 事 務 局 を 置 く も の と す る 。

（ １ ） 札 幌 市 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー へ 事 務 局 機 能 を 置 く も の と す る 。

（ ２ ） 事 務 局 は 諸 会 議 の 連 絡 、 報 告 、 調 整 、 そ の 他 本 会 に 必 要 な 庶 務 を 行 う 。



附 則 この 規約は 、平成２ ３年 ２月 １日 から施行する 。

附 則 この 規約は 、平成２ ３年 ４月 ２ ２日か ら施行する 。

附 則 この 規約は 、平成２ ４年 ４月 １ ７日か ら施行する 。

附 則 この規 約は、平 成２ ６年 ６月 １ １日 から施 行する 。


